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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年３月１８日（平成２７年（行個）諮問第４６号及び同第４

７号） 

答申日：平成２９年１月２３日（平成２８年度（行個）答申第１６２号及び同

第１６３号） 

事件名：本人に対する特定職員の発言に係る記録の不開示決定（不存在）に関

する件 

    本人に対する特定職員の発言に係る記録の不開示決定（不存在）に関

する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙の１及び別紙の２に記録された保有個人情報（以下，順に「本件対

象保有個人情報１」及び「本件対象保有個人情報２」といい，併せて「本

件対象保有個人情報」という。）につき，本件対象保有個人情報を保有し

ていないとして不開示とした各決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく各開示請求に対し，

埼玉労働局長（以下「処分庁」という。）が平成２６年１２月３日付け埼

玉労働局個開第２６－１４８号及び第２６－１４９号により行った各不開

示決定（以下，順に「原処分１」及び「原処分２」といい，併せて「原処

分」という。）について，全部開示を求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書（平成２７年（行個）諮問第４６号及び同第４７号） 

    全部開示を求める。 

    （中略） 

    特定職員Ａ及び特定職員Ｂが，口頭で私に言った事が開示できないと

いうのは，私には到底理解不可能。 

    個人情報の話をおいていたとしても言える事だが，私が大事だと思っ

て主張している事等及び特定職員Ａ，特定職員Ｂが，私に話した事等が

特定監督署及び労働局監督課において行政文書が残っていない，これら

が話したことになっていない事，自体がおかしすぎる。 
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    行政文書として残してほしいと強く感じるし，残してくれなければお

かしすぎるとも強く感じるし，なぜ残していないのか？なぜ話した事実

がないのか？無い事に仕立て上げているのか？根拠のない苦情に仕立て

上げているのか？と色々疑問を感じ憤り等も強く感じる。 

    公務員として，まっとうな業務を果たしていないのでは？ 

    隠ぺい工作か，なにかか？とも強く感じる。 

    何を残すかは私どもの自由と説明されているが，行政文書を残さない，

監督官が言った事すら残していないという事実が，触れられると困る，

闇に葬っていると強く感じていて，そのようにしか，私には受けとらえ

ざるを得ない。 

    開示できない事を私に話したのか？という強い疑問も出る。 

    となればこれはこれで大問題のはず。 

    監督署にも指摘していることでもあり，私に対して録音が有るじゃな

いですか？などと私は言われているが，そんなことは，話のすり替えで

あって，全く関係ない話である。 

    問題は，これらの言った言わない，話した話さないの事実確認を，監

督課及びに監督署署長がいわゆる事実行為として把握していない事が問

題である（私は双方に対して何度も，これを話したと言ってある全て無

視された）。 

    私が大事だと思って主張した事等のみならず，監督官が私に話した事

が，存在していない，なかった事にされている事自体が大問題である。 

    実際に労働局特定職員Ｃに対して，おかしい所デタラメ極まりない所

と言う話の一つとして，話をしている部分でもある。 

    さらには，特定職員Ｃに，労働局監督課への報告という業務を，特定

職員Ａに果すよう指示するよう頼んだのだが，にもかかわらず，このよ

うな結果だった（特定職員Ａにも報告するよう私が，直接言ってあり，

これら話した事についても監督官は否定していなかったのだが・・・）。 

    なぜこのような結果なのか憤り等がこみ上げてくる。 

    この特定職員Ｃも私の話を聞いているのか現在不信を感じてきている

所でもある。 

    全部未開示の理由についてだが，存在していないものと特定監督署及

び労働局監督課は，把握しているらしいが，期限の３０日をギリギリま

で使って全部未開示などと書面で言ってくるのも，おかしいと強く感じ

る。ないと思っているなら存在していないと思っているなら，すぐ書面

送付で無い，存在していないと言ってくれればいいのだが？ 

    言い訳づくり，アリバイ工作の時間稼ぎなのだろうか？ 

    ちゃんちゃらおかしすぎると自然に強く感じてしまう。 

    さらに，これには局長の印まで押してある。 
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    局長までが，事実としてあった事が存在していないなどと把握してい

るのかと思うと実際さらに憤り等がこみ上げてくる。 

    また，私が行った別の保有個人情報開示請求ではあるが，特定月日ａ

と特定月日ｂ行政文書が存在していて１４８号，１４９号で請求した一

部ではあるが，事実として私に書面送付で開示されている。 

    存在しているのに，存在しない為とはどういう意味なのか？全くもっ

て意味不明で理解不可能。この話は直接労働局及び監督署にした為，す

でに言い訳をされています。 

    理由がおかしすぎる。だぶってもいいから一部を送付すべき話であっ

たはず。 

    私としては，この状況に対して強い憤りを感じていて，強い不満を感

じている。監督署，労働局から理不尽な扱いを受けたと強く感じている。 

    また，切実になやまされていることでもある。 

    上記のような状況下において開示されないという結果は私には到底理

解できない為，審査請求させてもらいます。 

    （後略） 

 （２）意見書１（平成２７年（行個）諮問第４６号及び同第４７号） 

    まず，一番言いたい事はこれらの保有個人情報開示請求は，私の持っ

ている録音と照らし合わせ，聞き比べをし，事実として有った事のみを，

私は開示請求している。 

    事実として有った事がなぜ，行政文書として保管及び記録していない

のか実に不可解極まりないのが現在の実情であり理解納得は私には到底

不可能である。 

    （中略） 

    そもそも行政文書に，実際に有った事実が存在していないのであるか

ら。未開示状態。 

    私の個人情報が適正に扱われていないのである。違ったものにされて

いるのである。 

    何を行政文書として残すかその職員の自由？というのを聞いたことが

あるが，隠ぺいする自由，無かった事にする自由，歪曲する自由，捏造

する自由は絶対ないはずである。 

    （中略） 

    根拠一例→会社の安衛法違反について，法律にどうかといえば使用限

界を下回れば違反と特定月日ａ特定職員Ａは発言していたにもかかわら

ず違反をとっていないのが現状であり開示もされていない。 

    （中略） 

    根拠一例→特定月日ｂ等の件で，以前から死傷病報告書については違

反と言うのを何度も特定職員Ａから私は確認している。後は会社に渡す
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だけですと発言されたり，それに対し私は早く渡すようお願い等もした。

その他幾度もこのようなやり取りがあった。全て開示されていない。是

正勧告書を開示できないとは，別の話であり，このやり取りの一切が開

示されておらず，ありのままを開示していない。同じ特定月日ｂ特定職

員Ａから労災隠しは今その，違反かどうかは伝えちゃってるんで違反で

すけど及び特定職員Ｂからも死傷病報告書の件はお伝えした。このよう

に特定月日ｂ発言されたのだが，これ自体も開示されていない。ありの

ままの事実が開示されていない。到底許せるはずもない。 

    先日の書面でも出したが，行政文書を残していない＝話した事実がな

い。少なくとも他人が行政文書を見た場合このようになる。それではあ

まりにも私は困るし許せるはずもなく異議を述べている。理不尽極まり

ないとさえ痛感している。 

    （中略） 

    私が嘘をつかれ欺かされ侮辱されたのは特定職員Ａ及び特定監督署で

ある。 

    何度も言います。ありのまま有った事実を開示してください。 

    それ以上でもそれ以下でもありません。 

    事実として有った事だけれども行政文書がないというのは，おかしす

ぎます。 

    事実の歪曲，捏造，改ざん，すり替え，隠ぺい工作等以外の何物でも

ありません。 

    保有個人情報の取扱いを誤っています。 

    （中略） 

    諮問庁の考えで，未開示とした理由に毎度記載されているのだが，監

督業務，監督事務に支障をきたす為とあるが，人の話を聞いているの

か？実に不可解で大いに疑問である。まるで雲に包まれたかのような感

覚である。事実確認をしなさいと強く言わせてもらう。 

    既に支障をきたしていて，やりたい放題隠ぺい工作，捏造工作の真っ

最中というのが現状であろう。真実であろう。 

    全ての開示されたものに言える事だが，私は確かに説明を受けている。

しかしながら，論破された覚えは一つも，一切なく，むしろ反論や様々

な問題提起，具体的な指摘，苦情を説明された後，私はしているのが事

実である。これが真実である。 

    説明後審査請求人は～と主張していた，～と言っていた等で全て行政

文書は終らなければおかしいはずである。私の告訴告発に対する妨害活

動，隠ぺい工作，様々な工作活動，時系列の改ざんと言っても決して過

言ではないであろう。事実ではない，真実ではないのだから。 

    本来であれば，私の会社の法違反についての告訴告発に対し監督署は
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協力的でなければおかしいと思うのだが，非協力的で電話を切られる始

末である。 

    （後略） 

 （３）意見書２，３及び４（平成２７年（行個）諮問第４６号及び同第４７

号） 

    審査請求人から，平成２７年４月２０日，５月７日及び同月１８日に

意見書が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは差し支

えがないが，当該申告事案に係る被申告事業場への提供は適当ではない

旨の意見が審査請求人から提出されていることから，その内容は記載し

ない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書１（平成２７年（行個）諮問第４６号） 

 （１）本件審査請求の経緯 

    本件審査請求は，審査請求人である開示請求者（以下，第３において

「請求者」という。）が平成２６年１１月４日付け（同月５日受付）で

行った別紙の１の開示請求に対し，処分庁が平成２６年１２月３日付け

埼玉労働局個開第２６－１４８号により行った不開示決定（原処分）を

不服として，平成２６年１２月１５日付け（同月１８日受付）をもって

提起されたものである。 

 （２）諮問庁としての考え方 

    本件審査請求に関し，法１８条２項の規定により不開示とした原処分

は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきものと考える。 

 （３）理由 

   ア 本件対象保有個人情報１の存否について 

     本件対象保有個人情報１は，平成２６年特定月日ａに請求者が特定

労働基準監督署に出向き，同署の担当者から労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）の作業前点検違反等に係る説明等を受けたと

する中で，担当者が，「△マークの頂点が削れているぐらい薄くなっ

ているぐらい」，「交換推奨と使用限界とがある」等と発言したとす

ることについての記録になるが，当該記録を記載した行政文書は作

成されていないことが確認されたことから，これを保有していない

ため，法１８条２項の規定に基づき，不開示とした。 

     諮問に当たり，埼玉労働局を通じて特定労働基準監督署の担当者に

確認したところ，請求者が平成２６年特定月日ａに来署した際，担

当者が対応したことは事実であるが，請求者と担当者とのやり取り

の記録において，請求のあった特定の発言内容に係る記録が存在し

ておらず，本件対象保有個人情報１を保有していないことが確認で

きたことから，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 
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   イ 請求者の主張に対する反論について 

     請求者は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「監督官が

請求人に話した事が，存在していない，なかった事にされている事

事態が大問題である」等と主張している。 

     しかしながら，上記アで述べたとおり，本件対象保有個人情報１を

保有していないため，請求者の主張は，本件対象保有個人情報１の

開示決定等の結論に影響を及ぼすものではない。 

 （４）結論 

    以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべきと考

える。 

 ２ 理由説明書２（平成２７年（行個）諮問第４７号） 

 （１）本件審査請求の経緯 

    本件審査請求は，審査請求人である開示請求者（請求者）が平成２６

年１１月４日付け（同月５日受付）で行った別紙の２の開示請求に対し，

処分庁が平成２６年１２月３日付け埼玉労働局個開第２６－１４９号に

より行った不開示決定（原処分）を不服として，平成２６年１２月１５

日付け（同月１８日受付）をもって提起されたものである。 

 （２）諮問庁としての考え方 

    上記１（２）と同旨 

 （３）理由 

   ア 本件対象保有個人情報２の存否について 

     本件対象保有個人情報２は，平成２６年特定月日ｂに請求者が特定

労働基準監督署に出向き，同署の特定職員Ａから労働安全衛生法の

違反等に係る説明等を受けたとする中で，「死傷病報告を出していな

い，労災隠しの疑い大だ」（請求者），「労災隠しではない，それはた

ぶん前に話した」（特定職員Ａ）等と発言したとすることについての

記録になるが，当該記録を記載した行政文書は作成されていないこ

とが確認されたことから，これを保有していないため，法１８条２

項の規定に基づき，不開示とした。 

     諮問に当たり，埼玉労働局を通じて特定労働基準監督署の特定職員

Ａ及び特定職員Ｂに確認したところ，請求者が平成２６年特定月日

ｂに来署した際に，両職員が対応したことは事実であるが，請求者

と両職員とのやり取りの記録において，請求のあった特定の発言内

容に係る記録が存在しておらず，本件対象保有個人情報２を保有し

ていないことが確認できたことから，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

   イ 請求者の主張に対する反論について 

     上記１（３）イと同旨 
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 （４）結論 

    上記１（４）と同旨 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２７年（行個）

諮問第４６号及び同第４７号を併合の上，調査審議を行った。 

  ① 平成２７年３月１８日    諮問の受理（平成２７年（行個）諮問

第４６号及び同第４７号） 

  ② 同日            諮問庁から理由説明書１及び理由説明

書２を収受（同上） 

  ③ 同年４月１０日       審査請求人から意見書１を収受（同上） 

  ④ 同月２０日         審査請求人から意見書２を収受（同上） 

  ⑤ 同年５月７日        審査請求人から意見書３を収受（同上） 

  ⑥ 同月１８日         審査請求人から意見書４を収受（同上） 

  ⑦ 平成２８年８月２日     審議（同上） 

  ⑧ 平成２９年１月１９日    平成２７年（行個）諮問第４６号及び

同第４７号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 

   本件開示請求は，①平成２６年特定月日ａに審査請求人が特定労働基準

監督署に出向き，同署の特定職員Ａから労働安全衛生法の作業前点検違反

等に係る説明等を受けたとする中で，特定職員Ａが，「△マークの頂点が

削れているぐらい薄くなっているぐらい」，「交換推奨と使用限界とがある」

等と発言したとすることについての記録及び②同年特定月日ｂに審査請求

人が特定労働基準監督署に出向き，同署の特定職員Ａから労働安全衛生法

の違反等に係る説明等を受けたとする中で，「死傷病報告を出していない，

労災隠しの疑い大だ」（審査請求人），「労災隠しではない，それはたぶん

前に話した」（特定職員Ａ）等と発言したとすることについての記録に記

録された保有個人情報の開示を求めるものであり，処分庁は，これを保有

していないとして不開示とする原処分を行った。 

   審査請求人は，全部開示を求めるとしているが，諮問庁は，原処分を妥

当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無につい

て検討する。 

 ２ 審査請求人が開示を求める保有個人情報について 

   諮問書に添付された各保有個人情報開示請求書の「１ 開示を請求する

保有個人情報」欄には，それぞれ「下記に特定して個人情報の開示を請求

します 下記以外の特定したもの以外は，いりません」と記載されており，

その下記とは，それぞれ①特定職員Ａが，「△マークの頂点が削れている

ぐらい薄くなっているぐらい」，「交換推奨と使用限界とがある」等の発言
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内容（別紙の１）及び②「死傷病報告を出していない，労災隠しの疑い大

だ」（審査請求人），「労災隠しではない，それはたぶん前に話した」（特定

職員Ａ）等の発言内容（別紙の２）であることが認められる。また，意見

書１（上記第２の（２））には，「これらの保有個人情報開示請求は，私の

持っている録音と照らし合わせ，聞き比べをし，事実として有った事のみ

を，私は開示請求している。」と記載されていることから，審査請求人が

開示を求める保有個人情報は，平成２６年特定月日ａ及び同年特定月日ｂ

における特定労働基準監督署の特定職員Ａ又は特定職員Ｂと審査請求人の

発言内容のうち，保有個人情報開示請求書の「１ 開示を請求する保有個

人情報」欄に下記として記載されている部分（別紙の１及び別紙の２のや

り取りの部分）であると解される。 

 ３ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

 （１）本件対象保有個人情報１ 

    諮問庁は，理由説明書１（上記第３の１（３）ア）において，諮問に

当たり，埼玉労働局を通じて特定労働基準監督署の担当者に確認したと

ころ，審査請求人が平成２６年特定月日ａに来署した際，特定職員Ａが

対応したことは事実であるが，審査請求人と特定職員Ａとのやり取りの

記録において，請求のあった特定の発言内容に係る記録が存在しておら

ず，本件対象保有個人情報１を保有していないことが確認できた旨説明

する。 

    当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，審査請求人と特定職員Ａ

とのやり取りの記録について確認させたところ，当該記録とは，審査請

求人が，勤務していた特定事業場について，労働安全衛生法等の法令違

反があるとして特定労働基準監督署に申告した事案の処理状況及びその

経過が記載された文書（申告処理台帳及び申告処理台帳続紙）であると

のことであり，申告者とのやり取りについては，申告処理台帳及び申告

処理台帳続紙に記録することとされており，別途申告者とのやり取りの

記録を作成することはないとのことであった。 

    そこで，当審査会において，諮問庁から，当該文書の提示を受けて確

認したところ，当該文書には，平成２６年特定月日ａに，審査請求人が

行った申告の内容等については記載されているが，本件保有個人情報開

示請求書の「１ 開示を請求する保有個人情報」欄に下記として記載さ

れている特定労働基準監督署の特定職員Ａと審査請求人の発言内容につ

いては記載されていないことが確認できる。また，審査請求人は，審査

請求書（上記第２の２（１））において，「監督官が私に話した事が，存

在していない，なかった事にされている事自体が大問題である」等と主

張しているが，当該文書は，その体裁や内容を見ると，当事者の発言内

容及び行動を細大漏らさず記載することが要求されている文書ではなく，
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担当者の理解に基づき業務上必要な範囲で記載される文書であると認め

られることから，本件対象保有個人情報１を保有していないとする諮問

庁の説明に不自然，不合理な点は認められず，これを覆すに足る事情も

認められない。 

    したがって，埼玉労働局において，本件対象保有個人情報１を保有し

ているとは認められない。 

 （２）本件対象保有個人情報２ 

    諮問庁は，理由説明書２（上記第３の２（３）ア）において，諮問に

当たり，埼玉労働局を通じて特定労働基準監督署の担当者に確認したと

ころ，審査請求人が平成２６年特定月日ｂに来署した際，特定職員Ａ及

び特定職員Ｂが対応したことは事実であるが，審査請求人と両職員との

やり取りの記録において，請求のあった特定の発言内容に係る記録が存

在しておらず，本件対象保有個人情報２を保有していないことが確認で

きた旨説明する。 

    当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，審査請求人と特定職員Ａ

及び特定職員Ｂとのやり取りの記録について確認させたところ，当該記

録とは，審査請求人が，勤務していた特定事業場について，労働安全衛

生法等の法令違反があるとして特定労働基準監督署に申告した事案の処

理状況及びその経過が記載された文書（申告処理台帳続紙）であるとの

ことであり，申告者とのやり取りについては，申告処理台帳及び申告処

理台帳続紙に記録することとされており，別途申告者とのやり取りの記

録を作成することはないとのことであった。 

    そこで，当審査会において，諮問庁から，当該文書の提示を受けて確

認したところ，当該文書には，平成２６年特定月日ｂに，審査請求人が

特定労働基準監督署の特定職員Ａ及び特定職員Ｂに対して行った質問及

びそれに対する回答内容等について記載されているものの，本件保有個

人情報開示請求書の「１ 開示を請求する保有個人情報」欄に下記とし

て記載されている特定労働基準監督署の特定職員Ａ及び特定職員Ｂと審

査請求人の発言内容については記載されていないことが確認できる。ま

た，審査請求人は，審査請求書（上記第２の２（１））において，「監督

官が私に話した事が，存在していない，なかった事にされている事自体

が大問題である」等と主張しているが，当該文書は，その体裁や内容を

見ると，当事者の発言内容及び行動を細大漏らさず記載することが要求

されている文書ではなく，担当者の理解に基づき業務上必要な範囲で記

載される文書であると認められることから，本件対象保有個人情報２を

保有していないとする諮問庁の説明に不自然，不合理な点は認められず，

これを覆すに足る事情も認められない。 

    したがって，埼玉労働局において，本件対象保有個人情報２を保有し
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ているとは認められない。 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ５ 本件各不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした各決定については，埼玉労働局において本件対象保有

個人情報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙 

１（諮問第４６号） 

  ２６年特定月日ａ，時間とガソリン代を使い私が山梨県特定市の自宅から

特定監督署まで，はるばる出向いた際の事で，特定職員Ａから安全衛生法の

作業前点検違反等にかかわる話及び説明をうけた事の中で，下記に特定して

個人情報の開示を請求します 下記以外の特定したもの以外は，いりません 

紛らわしいので必ず送付しないでください（ここの欄は私が記入する事一切

消さないこと） 

  下記の話，説明は全て特定職員Ａが私にたいして発言した事である。 

 ・ △マークの頂点が削れているぐらい薄くなっているぐらい 

 ・ 交換推奨と使用限界とがある 

 ・ 今回の場合は，交換推奨，使用限界マークよりは問題ない状態ではあり

ましたが・・・・ 

 ・ 本当にわずか両端にしかミゾが残っていない 

 ・ 接地面のほとんどがミゾがないというのは安全かといわれれば安全では

ない 

 ・ 法律に違反するかどうかという話でいえば使用限界をしたまわれば違反 

 ・ 安全衛生法から離れた部分ではあるが現在労働契約法に安全配慮義務が

ある。これは違反がどうのは関係ない 

  これらのタイヤ状態や違反等にかかわる話は私の知人も同席しており，私

の知人もしっかりと聞いている事で録音もしている事でもある。 

  この違反等についての話及び説明は，この日以外にも多々存在しており，

私が必要と感じれば，この請求とは別に開示請求させてもらいます。 

 

２（諮問第４７号） 

  ２６年特定月日ｂ，時間とガソリン代を使い私が山梨県特定市の自宅から

特定監督署まで，はるばる出向いた際の事で，特定職員Ａから安全衛生法の

違反等にかかわる話及び説明をうけた事の中で，下記に特定して個人情報の

開示を請求します 下記以外の特定したもの以外は，いりません 紛らわし

いので必ず送付しないでください（ここの欄は私が記入する事一切消さない

こと） 

  死傷病報告を出していない 労災隠しの疑い大だ（私） 

  労災隠しではない，それはたぶん前に話した（特定職員Ａ） 

  それは勝手にそちらが思っただけかもしれない 本来であれば該当するか

もしれない（私） 

  労災隠しは今その，違反かどうかは伝えちゃってるんで違反ですけど（特

定職員Ａ） 

  ありがとうございます（私） 
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  死傷病報告の件はお伝えした（特定職員Ｂ） 

  これらの違反等にかかわる話及び説明は，特定職員Ａの上司である特定職

員Ｂ及び私の知人も同席しており，私の知人もしっかりと聞いている事で録

音もしている事でもある。 

  この違反等についての話及び説明は，この日以外にも多々存在しており，

私が必要と感じれば，この請求とは別に開示請求させてもらいます。 

 




